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佐
賀
県
訓
令
甲
第
五
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県
土
づ
く
り
本
部 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各
土
木
事
務
所 

佐
賀
県
土
木
事
務
所
処
務
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 

 

第
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

武
雄
土
木
事
務
所
九
州
新
幹
線
西
九
州
ル
ー
ト
整
備
推
進
室
に
室
長
を
置
く
。 

 

第
二
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
室
の
事
務
を
総
括
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
第
十
四
号
の
二
十
二
の
次
に
次
の
八
号
を
加
え
る
。 

十
四
の
二
十
三 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
土
砂
災
害
防
止
法
」
と
い
う
。）
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
基
礎
調
査
の
た
め
の
土
地
の
立
入
り
及
び
一
時
使
用
に
関
す
る
こ

と
。 

十
四
の
二
十
四 

土
砂
災
害
防
止
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
既
に
特
定
開
発
行
為
に
着

手
し
て
い
る
旨
の
届
出
の
受
理
等
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四
の
二
十
五 

土
砂
災
害
防
止
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
完
了
の
届
出

の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四
の
二
十
六 

土
砂
災
害
防
止
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
開
発
行
為
に
係
る
工

事
の
廃
止
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四
の
二
十
七 

土
砂
災
害
防
止
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
関
す
る
こ

と
。 
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十
四
の
二
十
八 

土
砂
災
害
防
止
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
同
法

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
必
要
な
助
言

若
し
く
は
勧
告
を
す
る
こ
と
。 

十
四
の
二
十
九 
佐
賀
県
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
二
年
佐
賀
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
土
砂
災
害

防
止
法
施
行
細
則
」
と
い
う
。）
第
七
条
の
住
所
・
氏
名
等
変
更
届
出
書
の
受
理
に
関
す

る
こ
と
。 

十
四
の
三
十 

土
砂
災
害
防
止
法
施
行
細
則
第
八
条
の
特
定
開
発
行
為
地
位
承
継
届
出
書

の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。 

第
三
条
第
一
項
第
二
十
六
号
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ハ
」
を
「
第
三
十

一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
」
に
、「
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ハ
」
を
「
第
六

十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
七
号
の
四
の
次
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。 

二
十
七
の
五 

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八

十
七
号
。
以
下
「
長
期
優
良
住
宅
法
」
と
い
う
。）
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
認
定
（
共
同
住
宅
及
び
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
の
適
合
審
査
を

受
け
て
い
な
い
住
宅
に
係
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
関

す
る
こ
と
。 

二
十
七
の
六 

長
期
優
良
住
宅
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
承
認
に
関
す
る

こ
と
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
、
第
七
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
関
す
る
事
項
（
別
記

様
式
第
二
号
に
よ
る
。）、
第
十
四
号
に
関
す
る
事
項
（
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
。）
は
そ
の

月
分
を
翌
月
五
日
ま
で
に
」
を
削
る
。 
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別
記
様
式
第
一
号
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

に
改
め
、
同 

  様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

    

 

 

路
線
 

河
川
 

名
 

 河
川

名
 

「 

「 

」 

」 
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第     号

  年  月  日

 
 
佐賀県知事  様       

 
 

土木事務所長 
 
 

通 行 制 限 報 告 書 
          
制限内容  

路線名  制限理由  

制限箇所  

制限延長  

制限期間  制限時間帯  

 
工事中止期間 

路上工事縮減期間  

制限時間帯以

外及び休止期

間の開放状況 
 

迂回路の有無  
 

発注者 担当者 
電話 

 

施工者 
 担当者 

電話 
緊急連絡先 

 

 
 
 

様式第１号の２（第４条関係） 
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別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

附 
則 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

様
式

第
２

号
及

び
様

式
第

３
号
 

削
除
 


